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▲ 償却費として損金経理した金額

Q ：当社は80万円の備品を購入し、その

代金は20回の分割払いにしました。経理担

当者は、月々の支払いの都度、消耗品費で処

理してしまったのですが、この消耗品費とし

た金額は「償却費として損金経理をした金額」

として取り扱うことができますか。

A:償却費として損金経理した金額にはな
りません。

【解説】

法人税法上、償却費として損金の額に算入

する金額は、「償却費として損金経理をした

金額」のうち、償却限度額に達するまでの金

額ですが、「償却費」以外の科目名を用いて

損金経理した金額であっても次のようなもの

は、その性質上「償却費として損金経理をし

た金額」として取り扱われます。

(1)減価償却資産の取得価額に算入すべき付

随費用の額のうち経費処理をした金額

(2)修繕費として経理した金額のうち資本的

支出に該当する金額

(3)除却損又は評価損として経理した金額の

うち損金の額に算入されなかった金額

(4)少額な減価償却資産（おおむね60万円

以下）又は耐用年数が3年以下の減価償却

資産の取得価額を消耗品費等として経理を

した場合のその経理をした金額

ご質問の場合、(4)の内容から判断すると、

備品の取得価額が80万円ということで60

万円を超過していますから、消耗品費として

処理したものは、減価償却したことにはなり

ません。
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